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広報ポイント

添付資料

担当課

①職員の懲戒処分等について（提供）
②別添「阪南市青少年指導員活動謝金の支払いに係る担当職員の不
作為による損害の発生と公文書の不適正な取扱いについて」

【処分に関して】
　阪南市教育委員会事務局　教育総務課　中川
　電話　072-471-5678（内線2365）
【事案に関して】
　阪南市教育委員会事務局　生涯学習推進室　矢島
　電話　072-471-5678（内線2340）

令和

職員の懲戒処分等について（提供）

　令和４年４月２５日付けで、地方公務員法に基づき、職員の懲戒
処分等を行いましたので提供いたします。
　令和２年度の青少年指導員活動謝金の額の変更について、担当職
員が内規の改正を行わなかったことにより、本来必要のない支出が
生じ、市に損害（48,750円）を与えたこと、また、同職員が謝金の
額の積算根拠となる指導員から提出された活動報告書の内容を一部
改ざんしたことに対し、懲戒処分等を行いました。
　この事案において、懲戒処分として減給１名、その他、訓告２
名、厳重注意１名の処分を行いました。

教育長のコメント
　「このような事案に至り、市民の皆様に心よりお詫び申し上げま
す。再発防止に向け、各種業務については複数名で担当するととも
に、職場内において業務に関する情報共有を徹底し、法令遵守の徹
底と職員の規範意識の向上を図り、二度とこのようなことがないよ
う職員一同、信頼回復に向けて全力を注いでまいります。」


